
○農村振興局所管の直轄工事及び建設コンサルタント業務等の総合評

価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置につい

て 

 

令和８年４月 22 日 ８農振 251 号 

農村振興局長から各地方農政局長宛  

（内閣府沖縄総合事務局長及び国土

交通省北海道開発局長は参考送付） 

 

 

農村振興局所管の直轄工事及び建設コンサルタント業務等の総合評価落札方

式における賃上げを実施する企業に対する加点措置を別記のとおり定めたの

で、留意の上、適切に実施されたい。 

なお、貴局管内の国営事業（務）所に対しては、貴職からこの旨周知されたい。 

 

  



別 記 

 

１ 適用対象 

令和８年５月１日以降に契約担当官等（会計法第 29 条の３第１項に規定す

る契約担当官等をいう。以下同じ。）が公告する全ての総合評価落札方式によ

る直轄工事及び建設コンサルタント業務等（建設コンサルタント、測量、地質

調査及び補償コンサルタントの業務をいう。）のうち、農林水産省農村振興局

が所管するものを対象とする。 

 

２ 評価項目における加点措置 

（１）契約担当官等は、以下に掲げる要件のいずれかを満たす場合、評価項目に

おける加点措置を行うことができる。 

ア 入札者が大企業（イに規定する中小企業等に該当しない者をいう。以下

同じ。）である場合 

（ア）令和８年４月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比

で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を別紙１「調達時における

賃上げを実施する企業に対する評価基準例」の評価基準で定める率以

上増加させる旨を従業員に表明していること。 

（イ）令和８年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たり

の平均受給額」を別紙１の評価基準で定める率以上増加させる旨を従

業員に表明していること。 

イ 入札者が中小企業等（法人税法第 66 条第２項又は第３項に該当する者

（同条第５項に該当する者を除く。）をいう。以下同じ。）である場合 

（ア）令和８年４月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比

で「給与総額」を別紙１の評価基準で定める率以上増加させる旨を従業

員に表明していること。 

（イ）令和８年以降の暦年において、対前年比で「給与総額」を別紙１の評

価基準で定める率以上増加させる旨を従業員に表明していること。 

（２）国庫債務負担行為による複数年契約の場合は、（１）の事業年度及び暦年

は、契約期間の初年度に対応するものとする。 

 

３ 評価方法 

（１）契約担当官等は、入札者から別紙２「従業員への賃金引上げ計画の表明書」

（以下「表明書」という。）の提出を受けた場合に当該者に対して加点をす

ることとする。 

（２）（１）の加点措置の得点配分は、別紙１により決定する。 

 

４ 賃上げ実績の確認 

（１）契約担当官等は、契約の相手方が３の加点措置による加点を受けた場合



は、入札時に提出のあった表明書で表明した率（以下「賃上げ基準」という。）

の賃上げを実施した事実について、契約の相手方の事業年度等（事業年度及

び暦年をいう。以下同じ。）が終了した後に、速やかに確認する。 

（２）（１）については、契約の相手方が別紙３「法人事業概況説明書」又は別

紙４「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を基に以下により整理し

たものを、別紙５の１又は別紙５の２「従業員への賃金引上げ実績整理表」

により提出させて確認するものとする。 

ア 契約の相手方が事業年度において賃上げを表明している場合は、賃上げ

を表明した年度とその前年度の別紙３の「「10 主要科目」のうち「労務費」、

「役員報酬」及び「従業員給料」の額の合計額」（以下「合計額」という。）

を「４期末従業員等の状況」のうち「計」の人数で除した金額を比較する。 

  なお、契約の相手方が中小企業等の場合は、合計額を比較する。 

イ 契約の相手方が暦年において賃上げを表明している場合は、賃上げを表

明した年とその前年の別紙４の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」

の「○Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金

額を比較する。 

  なお、契約の相手方が中小企業等の場合は、同「支払金額」を比較する。 

（３）（２）の書類による賃上げ実績の確認ができない場合であっても、契約の

相手方から、税理士又は公認会計士等の第三者が（２）と同等に賃上げ実績

を確認した旨の書類等が提出された場合には、このことをもって（２）の書

類による賃上げ実績の確認に代えることができる。 

 

５ 賃上げ実績の確認結果等の報告及び賃上げ基準に達していない者等に対す

る減点措置 

（１）契約者が大企業の場合 

ア 契約担当官等は、４の確認において、契約の相手方が次のいずれかに該

当する者（以下「賃上げ未実行等の者」という。）であることを確認した

場合には、その旨を別紙６の１「総合評価落札方式（賃上げ加点）に係る

連絡票（賃上げ未達成者等）」により、予算年度の各四半期の翌月の最終

営業日までに農林水産省農村振興局長（以下「農村振興局長」という。）

へ報告する。 

（ア）賃上げが賃上げ基準に達していないとき。 

（イ）本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められるとき。 

（ウ）４（２）及び（３）の書類等を提出しなかったとき。 

イ 報告を受けた農村振興局長は、取りまとめた結果について全ての契約担

当官等へ通知する。 

（２）契約者が中小企業等の場合 

ア 契約担当官等は、４の確認を行った結果について、別紙６の２「総合評   

価落札方式（賃上げ加点）に係る連絡票（賃上げ実績の確認結果）」によ



り半期分を取りまとめて農村振興局長へ報告する。また、賃上げ未実行等

の者が確認された場合には、別紙６の３「総合評価落札方式（賃上げ加点）

に係る連絡票（賃上げ未達成者等）」により速やかに農村振興局長へ報告

する。 

イ 農村振興局長は、アの報告を取りまとめ、別紙６の２による報告につい

ては毎年 10 月 31 日及び５月 31 日までに、別紙６の３による報告につい

ては予算年度の各四半期の翌月の 15 日までに大臣官房参事官（経理）を

経由して財務省主計局法規課に報告する。 

（３）契約担当官等は、（１）のイの通知又は（２）のイの手続の結果による大

臣官房参事官（経理）を通じて財務省主計局法規課から賃上げ未実行等の者

が掲載された通知を受けたときは、当該通知の施行日から１年間、当該者が

総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行うこととする。 

（４）（３）の減点は、当該入札において設定する賃上げの実施を表明した企業

等に対する加点数に１点加えた点数とする。 

（５）契約担当官等は、（３）の通知に自ら報告した内容が掲載されている場合

は、別紙７「従業員への賃金引上げ計画未達成による減点措置について」に

より、速やかに当該者に通知する。 

 

７ 入札説明書への記載 

契約担当官等は、本制度を効果的に実施するため、本通知等に基づき、入札

者に対し、入札説明書等に必要な事項を明示して周知する。 

 

８ 取組状況の確認 

農村振興局長は、毎年度、本制度の取組状況を確認するため、必要な措置を

行う。 

 

 

附 則 

１ この通知は、令和８年５月１日から施行する。 

２ 令和８年４月30日以前に公告した農村振興局所管の直轄工事及び建設コン

サルタント業務等に係る評価項目、評価方法、賃上げ実績の確認、賃上げ基準

に達していない者に対する減点措置等については、令和８年４月 22 日付け８

予第８号による改正前の「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業

に対する加点措置について」の運用について」（令和３年 12 月 24 日付け３予

第 1799 号大臣官房参事官（経理）通知）によるものとする。 

 



（別紙１） 

 

（参考）調達時における賃上げを実施する企業に対する評価基準例 

評価項目例 評価基準 
加点措置の 
得点配分 

賃上げの実

施を表明し

た企業等 

令和○※１年４月以降に開始する最初の事業年度又は令

和○※１年（暦年）において、対前年度又は前年比で給与

等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる

旨、従業員に表明していること。 

【大企業】 

３％～５％ 
※２ 

令和○※１年４月以降に開始する最初の事業年度又は令

和○※１年（暦年）において、対前年度又は前年比で給与総

額を 1.5％以上増加させる旨、従業員に表明しているこ

と。 

【中小企業等】 

※１ 契約を行う予定の年度又は暦年 
※２ 配点例を示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、

配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。 

 
 



 
（別紙２） 
 
 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 

 
【大企業用】 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年

度）（又は○年（令和○年１月１日から令和○年 12 月 31 日））において、給与等

受給者一人当たりの平均受給額を対前年度（又は対前年）増加率３％以上とする

ことを表明いたします。 

 
【中小企業等用】 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年

度）（又は○年（令和○年１月１日から令和○年 12 月 31 日））において、給与総

額を対前年度（又は対前年）増加率 1.5％以上とすることを表明いたします。 

 
 
 
【以下は、大企業、中小企業等共通】 

 
 

 年  月  日 
 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によ

って、代表者から説明を受けました。 

 

 

 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 



 
（別紙２） 
 
 

（留意事項） 
１ この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内

容が異なります。 
  貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの記載

をしてください。 

 
  大企業：中小企業等以外の者をいう。 
  中小企業：法人税法第 66 条第２項又は第３項に該当する者をいう。 

ただし、同条第５項に該当する者は除く。 

 
２ 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴

社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただ

きますので、発注者の指示に従い、当該書類の写しをご提出いただくことを予

めご承知ください。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために

作成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類

を提出していただきます。 
３ 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、「給与所得の

源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただき

ますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予め

ご承知ください。 
４ 発注者において上記２若しくは３の提出を確認し、貴社が表明書に記載し

た賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱

していると認められる場合又は上記２若しくは３の提出がない場合は、当該

事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点

又は評価点を減点するものとします。 
５ 上記４による減点措置は、減点措置開始日から１年間、総合評価落札方式に

よる入札に参加する場合に実施します。なお、減点措置の開始時期は、減点事

由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方

法で通知します。 
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（別紙５の１）                             【大企業用】 
 

従業員への賃金引上げ実績整理表 
 
１ 賃上げ実績 
 
前年(度)の給与

等平均受給額 

① 

当年(度)の給与

等平均受給額 

② 

賃上げ率 
（②／①－１）

×100 

賃上げ基準 達成状況 

 
 

 ％ ％ 達成／未達成 

 
２ 使用した書類 
 

□ 法人事業概況説明書 

【算出方法】「「10 主要科目」の（労務費＋役員報酬＋従業員給料）」÷「「４

期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する 
 

□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 

【算出方法】「「１給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷ 
「人員」で算出した金額を前年と比較する 

 
（注）使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 
 
 

 年 月 日 
 株式会社〇〇〇〇 
 （住所を記載） 
 代表者氏名 〇〇 〇〇 
 
 
（留意事項） 
１．前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」（別紙３）又は「給与所得の源泉徴収票等

の法定調書合計表」（別紙４）の写しを添付してください。 
 



 

（別紙５の２）                           【中小企業等用】 
 

従業員への賃金引上げ実績整理表 
 
１ 賃上げ実績 
 
前年(度)の給与

総額 ① 
当年(度)の給与

総額 ② 
賃上げ率 

（②／①－１）

×100 

賃上げ基準 達成状況 

 
 

 ％ ％ 達成／未達成 

 
２ 使用した書類 
 

□ 法人事業概況説明書 

【算出方法】「「10 主要科目」の（労務費＋役員報酬＋従業員給料）」 
で算出した給与総額を前年度と比較する 

 

□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 

【算出方法】「「１給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」 
で算出した給与総額を前年と比較する 

 
（注）使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 
 
 

 年 月 日 
 株式会社〇〇〇〇 
 （住所を記載） 
 代表者氏名 〇〇 〇〇 
 
 
（留意事項） 
１．前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」（別紙３）又は「給与所得の源泉徴収票等

の法定調書合計表」（別紙４）の写しを添付してください。 
 



（別紙６の１）

【大企業用】

確認日 企業名 法人番号

（留意事項）

法人番号は必ず13桁で記載すること。

総合評価落札方式（賃上げ加点）に係る連絡票
（賃上げ未達成者等）

　賃上げ未達成者等の者を以下のとおり報告します。

契約担当官等の所属及び名称



（別紙６の２）

（１）大企業

（２）中小企業等

（留意事項）
賃上げ実績の率は１％刻み（中小企業等は0.5％刻み）で適宜追加すること。

うち賃上げ実績０％以上～0.5％未満

うち賃上げ実績０％未満

区分

総件数

…

うち賃上げ実績2.5％以上～3.0％未満

うち賃上げ実績1.5％以上～2.0％未満

うち賃上げ実績1.0％以上～1.5％未満

うち賃上げ実績0.5％以上～1.0％未満

件数

…

うち賃上げ実績５％以上～６％未満

総合評価落札方式（賃上げ加点）に係る連絡票
（賃上げ実績の確認結果）

　賃上げ実績の確認結果を以下のとおり報告します。

局庁等名：

うち賃上げ実績０％未満

うち賃上げ実績2.0％以上～2.5％未満

うち賃上げ実績３％以上～４％未満

うち賃上げ実績２％以上～３％未満

うち賃上げ実績１％以上～２％未満

うち賃上げ実績０％以上～１％未満

うち賃上げ実績４％以上～５％未満

件

件数

実績確認総件数

区分

総件数



（別紙６の３）

確認日 企業名 法人番号

（留意事項）

法人番号は必ず13桁で記載すること。

総合評価落札方式（賃上げ加点）に係る連絡票
（賃上げ未達成者等）

契約担当官等の所属及び名称

局庁等名：

　賃上げ未達成者等の者を以下のとおり報告します。



（別紙７）

年  月  日

株式会社○○○○

（住所を記載） 

代表者氏名 ○○ ○○  

契約担当官等 

役職 

氏名 

従業員への賃金引上げ計画未達成による減点措置について

貴社が   年 月 日に表明した従業員への賃金引上げ計画が未達成等の

ため、下記の期間、総合評価落札方式による調達時に減点をしますので、お知ら

せします。 

年 月 日 ～ 年 月 日 




